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○大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱

平成２４年４月１日

告示第４３号

改正 平成２５年４月４日告示第７８号

平成２６年５月２日告示第９８号

平成２７年５月１日告示第９９号

平成２９年６月２３日告示第１１６号

平成３０年５月１日告示第８３号

平成３０年９月５日告示第１６２号

令和元年５月２４日告示第１０５号

令和２年３月３１日告示第４５号

令和２年３月３１日告示第７８号

令和３年３月２４日告示第６２号

令和４年３月９日告示第２５号

令和５年３月３１日告示第４５号

令和６年３月２９日告示第６０号

令和７年３月３１日告示第４３号

令和８年３月１１日告示第４４号

（趣旨）

第１条 市は，大崎市環境基本計画に基づき，地球温暖化の防止や市民の

環境意識の高揚を図るため，市民等の行うエコ改善事業に対し，予算の

範囲内で大崎市エコ改善推進事業補助金（以下「補助金」という。）を

交付するものとし，その交付等に関しては，大崎市補助金等交付規則

（平成１８年大崎市規則第６０号）に定めるもののほか，この要綱の定

めるところによる。

（平３０告示８３・一部改正）
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（補助事業）

第２条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，

次に掲げる事業とする。ただし，事業者（中小企業基本法（昭和３８年

法律第１５４号）第２条第５項に規定する小規模企業者をいう。以下同

じ。）に該当する場合の補助事業は，第１号及び第２号に限るものとす

る。

（１） 太陽光発電設備設置事業

（２） 定置用リチウムイオン蓄電池導入促進事業

（３） V２H充放電設備設置事業

（平２５告示７８・平２６告示９８・令元告示１０５・令４告示

２５・令６告示６０・令７告示４３・令８告示４４・一部改正）

（補助対象者）

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）

は，次に掲げる場合に応じ当該各号に該当する者とする。

（１） 個人の場合 次に掲げる事項を全て満たす者

ア 市内に住所を有する者又は住所を有する見込みのある者

イ 自己の住居として使用し，又は使用する予定のある建物（住居と

事務所，店舗等（以下「事務所等」という。）とを兼用又は併用し

ている建物（以下「兼用住宅等」という。）を除く。）において補

助事業を行う者

ウ 市税に未納がない者

エ 過去に第２条各号又は大崎市エコ生活支援事業補助金交付要綱

（令和５年大崎市告示第１３５号）第２条各号に定める事業と同一

区分の補助金の交付を受けていない者

オ 大崎市暴力団排除条例（平成２５年大崎市条例第４号）第２条第

３号に規定する暴力団員に該当しない者



3/33

（２） 事業者の場合 次に掲げる事項を全て満たす事業者

ア 市内に住所を有する事業者又は住所を有する見込みのある事業者

イ 自己の事務所等として使用し，又は使用する予定のある建物（兼

用住宅等を含む。以下同じ。）において補助事業を行う事業者

ウ 市税に未納がない事業者

エ 過去に第２条各号又は大崎市エコ生活支援事業補助金交付要綱

（令和５年大崎市告示第１３５号）第２条各号に定める事業と同一

区分の補助金の交付を受けていない者

オ 代表者，役員その他の構成員が，大崎市暴力団排除条例第２条第

３号に規定する暴力団員に該当しない者

（令元告示１０５・全改，令４告示２５・令６告示６０・令７告

示４３・一部改正）

（補助金の額等）

第４条 補助事業ごとの補助対象経費，補助要件及び補助金の額並びに耐

用年数は，別表のとおりとする。

２ 補助金の交付限度額は，１補助対象者当たり単年度につき２１５，０

００円とする。

３ 補助金の交付は，補助事業の各区分につき前条第１号に規定する補助

対象者にあっては１世帯１回，前条第２号に規定する補助対象者にあっ

ては１事業者１回とする。

（平２５告示７８・平２７告示９９・平２９告示１１６・令元告

示１０５・令２告示７８・令３告示６２・令４告示２５・令５告

示４５・令６告示６０・令７告示４３・令８告示４４・一部改

正）

（補助金の事前申込み及び交付対象者の決定）
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第５条 補助金の交付を希望する者（以下「事前申込者」という。）は，

別に定める期間内に，大崎市エコ改善推進事業補助金交付事前申込書

（様式第１号）を市長に提出するものとする。

２ 市長は，事前申込の受付期間終了後，当該書類の審査により，交付要

件に合致すると認めるときは，補助金の交付申請の対象となる者（以下

「交付対象者」という。）を決定するものとする。ただし，事前申込に

よる補助金額の合計が，受付期間ごとに定めた予算の総額に達したとき

は，抽選により交付対象者を決定するものとする。

３ 市長は，前項の規定により交付対象者を決定するときは，事前申込者

から公簿等の閲覧に係る同意を得て，交付対象者のうち，第３条第１号

に規定する補助対象者にあっては住所，世帯構成及び市税の納付状況

を，第３条第２号に規定する補助対象者にあっては事務所等の所在地及

び市税の納付状況を確認するものとする。

４ 市長は，申請者に対し，交付対象者に決定した旨を通知するものとす

る。

（令７告示４３・追加）

（交付申請）

第６条 交付対象者は，別に定める期日までに，大崎市エコ改善推進事業

補助金交付申請兼請求書（様式第２号）に，必要な書類を添えて市長に

提出するものとする。

２ 市長は，申請者に対して本人確認のため身分証明書の提示を求めるこ

とができる。

（令６告示６０・一部改正，令７告示４３・旧第５条繰下・一部

改正）

（交付の決定及び通知）
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第７条 市長は，前条第１項の申請書兼請求書を受理したときは，その内

容を審査し，補助金の交付の可否及び補助金の額を決定し，その旨を大

崎市エコ改善推進事業補助金交付（不交付）決定通知書兼額の確定通知

書（様式第３号）により，申請者へ通知するものとする。

（平２５告示７８・令元告示１０５・令６告示６０・一部改正，

令７告示４３・旧第６条繰下・一部改正，令８告示４４・一部改

正）

（補助金の交付）

第８条 市長は，前条の規定により補助金の額を確定したときは，補助金

の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）の指定する口

座を通じて補助金を交付するものとする。

（令２告示４５・旧第１１条繰下，令６告示６０・一部改正，令

７告示４３・旧第１２条繰上・一部改正）

（補助金の交付の取消し及び返還）

第９条 市長は，交付決定者が次のいずれかに該当するときは，補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消し，又は既に交付した補助金の全部若

しくは一部の返還を命ずることができる。

（１） 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたと

き。

（２） 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

（令６告示６０・追加，令７告示４３・旧第１３条繰上・一部改

正）

（手続代行者）

第１０条 補助対象者は，補助事業に係る請負者又は販売店に対し，第５

条第１項及び第６条第１項に規定する書類の提出の手続を代行させるこ

とができる。この場合において，市長は，手続の代行を依頼された者
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（以下「手続代行者」という。）に対し，依頼された旨を証明するもの

及び身分証明書の提示を求めることができる。

２ 手続代行者は，依頼された手続を，誠意をもって実施するものとし，

補助対象者に関して知り得た情報は，業務遂行以外の目的に使用しては

ならない。

３ 市長は，手続代行者が依頼された手続きを偽りその他不正の手段によ

り行った疑いがある場合は，必要に応じて調査を実施し，不正行為が認

められたときは，当該手続代行者の名称及び不正の内容を公表し，当分

の間，手続きの代行を認めないものとする。

（平２５告示７８・一部改正，令２告示４５・旧第１２条繰下・

一部改正，令６告示６０・旧第１３条繰下・一部改正，令７告示

４３・旧第１４条繰上・一部改正）

（取得財産等の管理）

第１１条 交付決定者は，補助事業により取得した財産（以下「取得財

産」という。）を別表に定める耐用年数の期間，善良なる管理者の注意

をもって管理するとともに，補助金の交付の目的に従ってその適正な運

用を図らなければならない。

２ 交付決定者は，耐用年数の期間内において取得財産が毀損し，又は滅

失したときは，大崎市エコ改善推進事業補助金取得財産毀損滅失届（様

式第４号）により市長に届け出なければならない。

３ 市長は，耐用年数の期間内において取得財産を毀損し，又は滅失した

交付決定者に対し，補助金の全部又は一部を返還させることができる。

ただし，毀損又は滅失の事由が，災害その他交付決定者の責めによらな

い事由によるものであるときは，この限りでない。
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（平２９告示１１６・一部改正，令２告示４５・旧第１４条繰

下・一部改正，令６告示６０・旧第１５条繰下・一部改正，令７

告示４３・旧第１６条繰上・一部改正）

（取得財産等の処分の制限）

第１２条 交付決定者は，耐用年数の期間内において取得財産を処分しよ

うとするときは，大崎市エコ改善推進事業補助金取得財産処分承認申請

書（様式第５号）を市長に提出し，その承認を受けなければならない。

２ 市長は，耐用年数の期間内において取得財産の処分があったときは，

当該取得財産を処分した者に対し，補助金の全部又は一部を返還させる

ことができる。ただし，毀損又は滅失の事由が災害その他交付決定者の

責めによらない事由によるものであるときは，この限りでない。

（令２告示４５・旧第１５条繰下・一部改正，令６告示６０・旧

第１６条繰下・一部改正，令７告示４３・旧第１７条繰上・一部

改正，令８告示４４・一部改正）

（報告及び調査）

第１３条 市長は，必要があると認めるときは，交付決定者に対して補助

金の交付に関し必要な報告を求め，又は関係する場所への立入調査を行

うことができる。

（令７告示４３・追加）

（その他）

第１４条 この要綱に定めるもののほか，補助金に関し必要な事項は，別

に定める。

（令２告示４５・旧第１７条繰下，令６告示６０・旧第１８条繰

下，令７告示４３・旧第１９条繰上）

附 則

（施行期日）
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１ この要綱は，平成２４年６月１日から施行し，平成２４年度以降の予

算に係る補助金に適用する。

（経過措置）

２ 大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱（平成２３年６月２１日制

定）により補助金の交付を受けた者は，この要綱により補助金の交付を

受けた者とみなす。

附 則（平成２５年４月４日告示第７８号）

（施行期日）

１ この告示は，平成２５年４月４日から施行し，平成２５年４月１日か

ら適用する。

（経過措置）

２ この告示の施行の際現にこの告示による改正前の大崎市エコ改善推進

事業補助金交付要綱の規定によりエコキュート設置事業に係る補助金の

交付を受けた者は，この告示による改正後の大崎市エコ改善推進事業補

助金交付要綱の規定による家庭用高効率給湯器設置事業に係る補助金の

交付を受けた者とみなす。

附 則（平成２６年５月２日告示第９８号）

この告示は，平成２６年４月１日から施行し，平成２６年度の補助金か

ら適用する。

附 則（平成２７年５月１日告示第９９号）

この告示は，平成２７年５月１５日から施行し，平成２７年度の補助金

から適用する。

附 則（平成２９年６月２３日告示第１１６号）

（施行期日等）

１ この告示は，平成２９年６月２３日から施行し，平成２９年度の補助

金に適用する。
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（適用区分）

２ この告示による改正後の大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱は，

平成３０年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した

場合は，当該補助金にも適用するものとする。

附 則（平成３０年５月１日告示第８３号）

（施行期日等）

１ この告示は，平成３０年５月１日から施行し，平成３０年度の補助金

に適用する。

（適用区分）

２ この告示による改正後の大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱は，

平成３１年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した

場合は，当該補助金にも適用するものとする。

附 則（平成３０年９月５日告示第１６２号）

この告示は，平成３０年１０月１日から施行する。

附 則（令和元年５月２４日告示第１０５号）

（施行期日等）

１ この告示は，令和元年６月１日から施行し，令和元年度の補助金に適

用する。

（適用区分）

２ この告示による改正後の大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱は，

令和元年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場

合は，当該補助金にも適用するものとする。

附 則（令和２年３月３１日告示第４５号）

（施行期日等）

１ この告示は，令和２年４月１日から施行し，令和２年度の補助金に適

用する。
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（適用区分）

２ この告示による改正後の大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱は，

令和３年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場

合は，当該補助金にも適用するものとする。

附 則（令和２年３月３１日告示第７８号）

（施行期日等）

１ この告示は，令和２年４月１日から施行し，令和２年度の補助金に適

用する。

（適用区分）

２ この告示による改正後の大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱は，

令和３年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場

合は，当該補助金にも適用するものとする。

附 則（令和３年３月２４日告示第６２号）

（施行期日）

１ この告示は，令和３年４月１日から施行する。

（適用区分）

２ この告示による改正後の大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱は，

令和４年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場

合は，当該補助金にも適用するものとする。

附 則（令和４年３月９日告示第２５号）

この告示は，令和４年４月１日から施行する。

附 則（令和５年３月３１日告示第４５号）

（施行期日等）

１ この告示は，令和５年４月１日から施行し，令和５年度の補助金に適

用する。

（適用区分）
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２ この告示による改正後の大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱は，

令和５年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場

合は，当該補助金にも適用するものとする。

附 則（令和６年３月２９日告示第６０号）

（施行期日）

１ この告示は，令和６年４月１日から施行する。

（適用区分）

２ この告示による改正後の大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱は，

令和６年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場

合は，当該補助金にも適用するものとする。

附 則（令和７年３月３１日告示第４３号）

この告示は，令和７年４月１日から施行する。

附 則（令和８年３月１１日告示第４４号）

この告示は，令和８年４月１日から施行する。

別表（第４条，第１１条関係）

（令７告示４３・全改，令８告示４４・一部改正）

区分 補助対象経費 補助要件 補助金の額 耐用年数

太陽

光発

電設

備設

置事

業

次に掲げる要件

に適合した太陽

光発電設備（以

下この表におい

て「太陽光シス

テム」とい

う。）の設置に

要する費用

(1) 太陽光シス

テムを，補助対

象者が個人のと

きは属する世帯

が居住する市内

の住宅（自己所

有の別荘を含

む。以下同

次の各号に掲げ

る太陽光システ

ムの1時間当たり

の発電量の区分

に応じ，当該各

号に定める額。

ただし，太陽光

システムの設置

6年
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(1) 一般財団法

人電気安全環境

研究所(JET)の

太陽電池モジュ

ール認証を受け

たもの又は国際

電気標準会議

(IEC)のIECEE―

PV―FCS制度に

加盟する海外認

証機関による太

陽電池モジュー

ル認証を受けた

ものであるこ

と。

(2) 太陽電池モ

ジュールの公称

最大出力又はパ

ワーコンディシ

ョナの定格出力

のいずれかが，

10キロワット未

満であること。

(3) 未使用品で

あること。

じ。）に，補助

対象者が事業者

のときは市内の

事務所等に設置

すること。

(2) 補助対象者

が太陽光システ

ムを設置しよう

とする住宅又は

事務所等の所有

者でない場合

は，太陽光シス

テムの設置につ

いて当該住宅又

は事務所等の所

有者の承諾を得

ること。

(3) 次のいずれ

かに該当するこ

と。

イ 太陽光シス

テム設置に係

る工事請負契

約日が令和7

年6月1日以降

であり，かつ

に係る請負者が

市内に主たる事

業所又は事務所

を有する者（以

下「市内事業

者」という。）

であるときは，

当該額に5,000円

を加算する。

(1) 5キロワッ

ト以上 50,000

円

(2) 4キロワッ

ト以上5キロワ

ット未満

40,000円

(3) 3キロワッ

ト以上4キロワ

ット未満

30,000円

(4) 2キロワッ

ト以上3キロワ

ット未満

20,000円

(5) 1キロワッ

ト以上2キロワ
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(4) 発電された

電気が住宅又は

事業所等におい

て消費され，連

系された低圧配

電線に余剰の電

気が逆流される

もの。

太陽光システ

ムの引渡日

が，令和7年

12月1日から

令和8年11月

30日までの間

であること。

ロ 住宅又は事

務所等の新築

と同時に太陽

光システムを

設置した場合

で，当該住宅

又は事務所等

の工事請負契

約日又は売買

契約日が令和

7年6月1日以

降であり，か

つ当該建物の

引渡日が，令

和7年12月1日

から令和8年

11月30日まで

の間であるこ

と

ット未満

10,000円
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定置

用リ

チウ

ムイ

オン

蓄電

池導

入促

進事

業

次に掲げる要件

に適合した定置

用リチウムイオ

ン蓄電池（以下

この項において

「蓄電システ

ム」という。）

の購入及び設置

に要する費用

(1) 1基あたり

の容量が1キロ

ワットアワー以

上であること。

(2) 家庭用とし

て販売される新

品であって，一

箇所に固定して

使用するもので

あること。

(1) 蓄電システ

ムを，補助対象

者が個人のとき

は属する世帯が

居住する市内の

住宅に，補助対

象者が事業者の

ときは市内の事

務所等に設置す

ること。

(2) 前号の場合

において，当該

住宅又は当該事

務所等に太陽光

システムを設置

していること又

は蓄電システム

の設置に併せて

太陽光システム

を設置するこ

と。

(3) 補助対象者

が蓄電システム

を設置する住宅

又は事務所等の

所有者でない場

蓄電システム1

台当たり100,000

円。ただし，蓄

電システムの購

入先及び設置に

係る請負者が市

内事業者である

場合は，当該額

に5,000円を加算

する。

6年
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合は，蓄電シス

テムの設置につ

いて当該住宅又

は事務所等の所

有者の承諾を得

ること。

(4) 蓄電システ

ムから供給され

る電気が，住宅

又は事務所等で

消費されるもの

であること。

(5) 次のいずれ

かに該当するこ

と。

イ 蓄電システ

ムの設置に係

る工事請負契

約日が令和7

年6月1日以降

であり，かつ

蓄電システム

の引渡日が，

令和7年12月1

日から令和8

年11月30日ま
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での間である

こと。

ロ 住宅又は事

務所等の新築

と同時に蓄電

システムを設

置した場合

で，当該住宅

又は事務所等

の工事請負契

約日又は売買

契約日が令和

7年6月1日以

降であり，か

つ当該建物の

引渡日が，令

和7年12月1日

から令和8年

11月30日まで

の間であるこ

と。

V2H

充放

電設

次に掲げる要件

に適合する家庭

用のV2H充放電設

備（電気自動

(1) V2H充放電

設備を補助対象

者の属する世帯

が居住する市内

V2H充放電設備1

台当たり50,000

円。ただし，V2H

充放電設備の購

6年
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備設

置

車，プラグイン

ハイブリッド車

等に搭載されて

いる蓄電池から

分電盤を通じて

住宅に電気を送

るなど，自動車

と住宅の電気を

相互に供給でき

るようにする設

備をいう。以下

この項において

同じ。）の購入

及び設置に要す

る費用であるこ

と。

(1) 国のV2H充

放電設備の補助

金の補助対象設

備として一般財

団法人次世代自

動車振興センタ

ーにより指定さ

れているV2H充

放電設備である

こと。

の住宅に設置す

ること。

(2) 補助対象者

がV2H充放電設

備を設置する住

宅の所有者でな

い場合は，V2H

充放電設備の設

置について当該

住宅の所有者の

承諾を得ている

こと。

(3) 前2号の場

合において，太

陽光システムを

当該住宅に設置

していること又

はV2H充放電設

備の設置に併せ

て太陽光システ

ムを設置するこ

と。

(4) V2H充放電

設備から供給さ

れる電気が住宅

入先及び設置に

係る請負者が市

内事業者である

場合は，当該額

に5,000円を加算

する。
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(2) 未使用品で

あること。

部分で消費され

ていること。

(5) 最大受電電

力が10キロワッ

ト未満であるこ

と

(6) 次のいずれ

かに該当するこ

と。

イ V2H充放電

設備の設置に

係る工事請負

契約日が令和

7年6月1日以

降であり，か

つV2H充放電

設備の引渡日

が，令和7年

12月1日から

令和8年11月

30日までの間

であること。

ロ 住宅の新築

と同時にV2H

充放電設備を

設置した場合
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で，当該住宅

の工事請負契

約日又は売買

契約日が令和

7年6月1日以

降であり，か

つ当該住宅の

引渡日が，令

和7年12月1日

から令和8年

11月30日まで

の間であるこ

と。
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様式第１号（第５条関係）

（令８告示４４・全改）

様式第２号（第６条関係）

（令８告示４４・全改）

様式第３号（第７条関係）

（令８告示４４・全改）

様式第４号（第１１条関係）

（令８告示４４・全改）

様式第５号（第１２条関係）

（令８告示４４・全改）


